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１　例外給付の取扱いについて
[bookmark: _Hlk69732046]　短期入所生活（療養）介護サービス（以下「短期入所サービス」という。）は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものであり、居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされている。
　しかしながら、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、保険者は、ケアマネジャー等からの例外給付の協議の申し出があった場合は、書面等確実な方法により確認することで、短期入所サービスの可否を判断する。
そこで、本取扱いでは、短期入所サービスの半数超えの例外給付の取扱いについて記載するものとする。

２　例外給付の協議対象となる要件と利用までの流れについて
（１）例外給付の協議対象となる要件について
例外給付の協議対象となるのは、介護保険施設等への入所待機のみを目的とせず、次の各号のいずれかに該当し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要があると市長が認める場合に限る。
（Ⅰ）要介護度が５であって、短期入所サービスを計画的に毎月半数以上利用しなければ、在宅介護が困難であると認められる場合
（Ⅱ）介護者が入院したことなどにより、在宅介護が困難であると認められる場合
（Ⅲ）その他市長が特に必要であると認める場合
なお、（Ⅰ）でいう在宅介護が困難であると認められる場合は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。
　　イ．介護者が要介護認定者であること
　　ロ．介護者が重度の障害者（身体障害者手帳１～２級所持者又は療育手帳Ａ所持者であること
　　ハ．介護者が２人以上の者（対象は、要介護認定者、身体障害者手帳１～２級所持者及び療育手帳Ａ所持者）を介護していること

（２）例外給付の対象としての利用までの流れ

手順１：利用者の状態の確認およびアセスメントの実施
ケアマネジャー等は利用者の状態像の確認及びアセスメントの実施により、当該利用者本人や主介護者の心身の状態像が（Ⅰ）の例外給付の協議対象となる要件がある場合は、予め利用者及びその家族に例外給付に係る申請の了承を得た上で、小松市へ連絡する。なお、届出は、半数を超える概ね１月以上前までに行うものとする。

[bookmark: _Hlk69228665]手順２：確認依頼申請書類の提出及び協議
　　小松市は、担当ケアマネジャー等と面談を実施し、例外給付の可否について判断すること。その際、利用者や家族の立ち合いは原則求めないものとする。
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手順３：審査→結果の通知
小松市は、提出書類及び協議内容等を踏まえ、市保健師等の専門職と検討した上で、例外給付の可否について判断し、その結果をケアマネジャー等へ伝達する。
ケアマネジャー等は、必要に応じて、支援経過記録にその結果を記入すること。

３．必要性の検証
短期入所サービスの例外給付中は、ケアマネジャー等が少なくとも月１回のモニタリング、必要に応じ随時行う（介護予防）ケアプランの評価などにより、必ずその必要性を見直し、その結果を記録する。なお、その際、待機中の介護保険施設等に空きが出た場合は、速やかに入所の手続きを行うこと。


・ケアマネジメントの結果利用が不要となった場合、または待機中の介護保険施設等に空きが出たとなれば例外給付は中止とする。
・再度協議が必要となれば、再度「確認依頼申請」手続きを行う。

事後に行われた小松市の実地指導および監査等によって、見直しが適切に行われていなかったことが判明した場合は、保険給付の返還対象となる。あくまで短期入所サービスの半数超え利用は例外給付であることが原則となっていることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもとに運用を行うことが必要である。

４　その他
なお、上記の定めのない内容は、小松市が別に定めるものとする。
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